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第1章 科学技術政策の展開 

 

 
第1節 科学技術基本計画 

我が国の科学技術行政は、「科学技術基本法」（平成７年法律第130号）に基づき、政府が５年

ごとに策定する基本計画にのっとり、総合的かつ計画的に推進している。 

これまで、第１期（平成８～12年度）、第２期（平成13～17年度）、第３期（平成18～22年度）、

第４期（平成23～27年度）の基本計画を策定し、これらに沿って科学技術政策を推進してきた。 

平成28年度以降の次期基本計画の策定に向けて、平成26年10月、内閣総理大臣から総合科学

技術・イノベーション会議に対して次期基本計画に向けた諮問がなされた（諮問第５号「科学技

術基本計画について」）。同会議は、基本計画専門調査会を設置し、約１年間にわたって調査検討

が行われ、平成27年12月に、総合科学技術・イノベーション会議により諮問第５号に対する答申

が行われた。その後、平成28年1月22日、第５期基本計画が閣議決定された。 

第５期基本計画では、現状認識として、情報通信技術（ＩＣＴ）の進化等により、社会・経済

の構造が日々大きく変化する「大変革時代」が到来し、国内外の課題が増大、複雑化する中で科

学技術イノベーション推進の必要性が増していることを指摘している。 

また、基本計画の過去20年間の実績と課題として、研究開発環境の着実な整備、青色ＬＥＤや

ｉＰＳ細胞などのノーベル賞受賞に象徴されるような成果が上げられた一方で、科学技術におけ

る「基盤的な力」の弱体化、政府研究開発投資の伸びの停滞などを指摘している。 

こうした背景の下、第５期基本計画では、目指すべき国の姿として、①持続的な成長と地域社

会の自律的な発展、②国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現、③地球規模

課題への対応と世界の発展への貢献、④知の資産の持続的創出を挙げている。また、これを実現

するための基本方針として、先を見通し戦略的に手を打っていく力（先見性と戦略性）とどのよ

うな変化にも的確に対応していく力（多様性と柔軟性）の両面を重視するとした上で、政策の４

本柱として以下を掲げている。 

ⅰ）未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出の取組 

自ら大きな変化を起こし、大変革時代を先導していくため、非連続なイノベーションを生

み出す研究開発を強化し、新しい価値やサービスが次々と創出される「超スマート社会」を

世界に先駆けて実現するための一連の取組を更に深化させつつ「Society 5.01」として強力

に推進する。 

ⅱ）経済・社会的課題への対応 

国内又は地球規模で顕在化している課題に先手を打って対応するため、国が重要な政策課

題を設定し、課題解決に向けた科学技術イノベーションの取組を進める。 

ⅲ）科学技術イノベーションの基盤的な力の強化 

今後起こり得る様々な変化に対して柔軟かつ的確に対応するため、若手人材の育成・活躍

                                                  
1  Society 5.0とは、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く新たな経済社会であり、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合

させ、経済的発展と社会的課題の解決を両立し、人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる、人間中心の社会をいう。 
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促進と大学の改革・機能強化を中心に、科学技術イノベーションの基盤的な力の抜本的強化

に向けた取組を進める。 

ⅳ）イノベーション創出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築 

国内外の人材、知、資金を活用し、新しい価値の創出とその社会実装を迅速に進めるため、

企業、大学、公的研究機関の本格的連携とベンチャー企業の創出強化等を通じて、人材、知、

資金があらゆる壁を乗り越え循環し、イノベーションが生み出されるシステムの構築を進め

る。 

 

これら４本柱の取組を進めていくに際して、科学技術外交とも一体となり、戦略的に国際展開

を図る視点が不可欠であるとしている。 

また、第５期基本計画の進捗及び成果の状況を把握していくために、主要指標、目標値を定め、

その達成状況を把握することにより、恒常的に政策の質の向上を図っていくとしている。 

政府研究開発投資目標については第２期以降達成できておらず、この10年程度は我が国の政府

研究開発投資の伸びが停滞している状況にある。第５期基本計画では、官民合わせた研究開発投

資を対ＧＤＰ比の４％以上とすることを目標とするとともに、政府研究開発投資について、平成

27年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」に盛り込まれた「経済・財

政再生計画」との整合性を確保しつつ、対ＧＤＰ比の１％にすることを目指すこととした。期間

中のＧＤＰの名目成長率を平均3.3％という前提で試算した場合、第５期基本計画期間中に必要と

なる政府研究開発投資の総額の規模は約26兆円となる。 

 

 
第2節 総合科学技術・イノベーション会議 

総合科学技術・イノベーション会議は、内閣総理大臣のリーダーシップの下、我が国の科学技

術政策を強力に推進するため、「重要政策に関する会議」として内閣府に設置されている。我が国

全体の科学技術を俯
ふ

瞰
かん

し、総合的かつ基本的な政策の企画立案及び総合調整を行うことを任務と

して、議長である内閣総理大臣をはじめ、関係閣僚、有識者議員等により構成されている（第２-

１-１表）。 

また、総合科学技術・イノベーション会議の下に、重要事項に関する専門的な事項を審議する

ため、平成28年度は、基本計画専門調査会等の七つの専門調査会を設けている（第２-１-２図）。 
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■第２-１-１表／総合科学技術・イノベーション会議議員名簿 
  

閣
僚 

安倍 晋三 内閣総理大臣 

菅  義偉 内閣官房長官 

鶴保 庸介 科学技術政策担当大臣 

高市 早苗 総務大臣 

麻生 太郎 財務大臣 

松野 博一 文部科学大臣 

世耕 弘成 経済産業大臣 

有
識
者 

原山 優子（常勤議員） 元東北大学大学院工学研究科教授 

久間 和生（常勤議員） 元三菱電機（株）常任顧問 

上山 隆大（常勤議員） 元 政策研究大学院大学教授・副学長 

内山田竹志（非常勤議員） トヨタ自動車（株）代表取締役会長 

小谷 元子（非常勤議員） 
東北大学原子分子材料科学高等研究機構長兼 
大学院理学研究科数学専攻教授 

十倉 雅和（非常勤議員） 住友化学（株）代表取締役社長 

橋本 和仁（非常勤議員） 
国立研究開発法人物質・材料研究機構理事長兼 
東京大学総長特別参与・教授 

大西 隆（非常勤議員） 日本学術会議会長 ※関係機関の長 
  

資料：内閣府作成 
  

 

■第２-１-２図／総合科学技術・イノベーション会議の組織図 
  

 
  

資料：内閣府作成 
  
 

総合科学技術・イノベーション会議にかかる組織図

総合科学技術・イノベーション会議

① 科学技術に関する基本的な政策の調査審議
② 予算・人材等の資源配分方針等の調査審議
③ 国家的に重要な研究開発の評価
④ イノベーション創出に関する環境整備等の調査審議

評価専門調査会
(H13.1.18～)

・評価のためのルール
作り

・国家的に重要な研究
開発の評価

生命倫理専門調査
会

(H13.1.18～)

・生命科学の急速な発展
に対応するため、ヒトに
関するクローン技術等
の規制に関する法律第
４条第３項に基づく特定
胚の取扱いに関する指
針の策定等の生命倫理
に関する調査・検討

基本計画専門調査会 (H26.10.22～)

科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国内外の情勢を踏まえて、科学
技術の振興に関する基本的な計画について調査・検討を行う。

重要課題専門調査会
(H25.9.13～)

・個別テーマとしてタテのテー
マ（２章、３章）を扱う。

＜専門調査会の下に戦略協議
会を設置＞

※各協議会等の座長、副座長クラスの
有識者は専門調査会委員を兼任

科学技術イノベーション
政策推進専門調査会

(H23.8.11～)

・個別テーマとしてヨコのテーマ
（主に第５期基本計画の４章、
５章）を扱う。

・科学技術イノベーション政策
を俯瞰する視点から、中期計
画である基本計画の推進と
フォローアップ、毎年度の科
学技術イノベーション総合戦
略の策定とフォローアップ等
を行う。

経済社会・科学技術イノ
ベーション活性化委員会

(H28.6.9～)

・ 民間資金の活用を始めとする
活性化策、基盤的な制度改革

・ 政策の「見える化」、エビデンス
に基づくＰＤＣＡサイクルの確立

・ 科学技術イノベーションの将来
像を踏まえた経済活性化、歳
出効率化

※経済財政諮問会議と合同で設置・開催

経済財政諮問会議

① 経済財政政策に関する重要事項についての調査審議

② 経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の
見地から政策の一貫性・整合性を確保するための調査審議

科学技術イノベーション
官民投資拡大推進費

ターゲット領域検討委員会
(H29.1.26～)

・科学技術イノベーション官民
投資拡大イニシアティブにお
いて示された科学技術イノ
ベーション官民投資拡大推進
費に関して、研究開発投資
ターゲット領域の選定に向け
た調査・検討を行う。

エネルギー

次世代インフラ

・
・
・

※

※
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 １ 平成28年度の総合科学技術・イノベーション会議における主な取組 

総合科学技術・イノベーション会議では、第５期基本計画や「科学技術イノベーション総合戦

略2016」（平成28年５月24日閣議決定）の策定、「日本再興戦略2016」（平成28年６月２日閣議

決定）策定への貢献、政府全体の科学技術関係予算の戦略的策定、「戦略的イノベーション創造プ

ログラム（ＳＩＰ1）」及び「革新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ2）」の運営など、政

策・予算・制度の各面で審議を進めてきた。 

特に、平成28年度は、日本経済の力強い再生を目指し、科学技術イノベーションの一層の活性

化等を図るための検討を行い、12月には「科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブ

〈最終報告〉」を取りまとめた。本イニシアティブでは、総合科学技術・イノベーション会議の司

令塔機能強化を図り、官民投資拡大を図るため、以下三つのアクションを柱として具体化を進め

ている。 

（１） アクション１：予算編成プロセス改革アクション 

科学技術関係予算の編成プロセスについては、内閣府に平成30年度に「科学技術イノベーショ

ン官民投資拡大推進費」を創設し、民間投資誘発効果の高い領域への各省庁施策の誘導、産業界

からの評価が高いＳＩＰ型マネジメント3の各省庁への展開、ステージゲート評価の導入を図るこ

とにより、総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能を強化するとともに、予算編成過程

において、「ＧＤＰ600兆円」の達成により大きく寄与し得る研究開発関連施策への予算配分を実

現し、官民研究開発投資を拡充するための検討を進めた。 

（２） アクション２：研究開発投資拡大に向けた制度改革アクション 

第４次産業革命やSociety 5.0といった社会全体の変革につながる分野横断的な科学技術イノ

ベーションを実現し、産業界からの投資拡大のための制度改革を実行するため、オープンイノベー

ションの促進に向けた大学等改革の加速と産学連携の深化、研究開発型ベンチャー創出の促進、

新たな市場創出に向けた公共調達の拡大等の制度面での改革の検討を進めた。 

（３） アクション３：エビデンスに基づく効果的な官民研究開発投資拡大アクション 

限られた政府研究開発投資の効果を最大限引き出し、伸長すべき政策目的・分野への予算の拡

充がなされるよう、科学技術イノベーションに関するインプットからアウトプット、アウトカム

に至る情報を体系的に収集・相互に接続するとともに、重要な政策課題に関するエビデンスを構

築し、政策形成において活用していくための検討を進めた。 

 ２ 科学技術関係予算の戦略的重点化 

総合科学技術・イノベーション会議では、政府全体の科学技術関係予算を重要な分野や施策へ

重点的に配分し基本計画や科学技術イノベーション総合戦略の確実な実行を図るため、予算編成

において、科学技術イノベーション政策全体を俯
ふ

瞰
かん

し関係府省の取組を主導している。平成29年

度科学技術関係予算の編成に向けては、科学技術政策担当大臣を議長とし関係府省の幹部職員か

                                                  
1  Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program 
2  Impulsing PAradigm Change through disruptive Technologies program 
3  プログラムディレクターの配置、明確な目標設定ときめ細かな進捗管理、一体的な産学官連携体制の構築等の特徴を備えたマネジメント方

式 
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ら構成される「科学技術イノベーション予算戦略会議」の開催、科学技術イノベーション総合戦

略2016に基づき予算等の重点化を図る「重きを置くべき施策」の特定を行った。 

（１） 科学技術に関する予算等の配分の方針 

総合科学技術・イノベーション会議は、中長期的な政策の方向性を示した基本計画の下、毎年

の状況変化を踏まえ、科学技術イノベーション総合戦略において、その年度に重きを置くべき取

組を示し、それらに基づいて政府全体の科学技術関係予算の重要な分野や施策への重点的配分、

政策のＰＤＣＡサイクルの実行等を図ることとした。 

（２） 科学技術イノベーション予算戦略会議の開催 

平成29年度予算編成においては、科学技術イノベーション総合戦略の確実な実行に向けて、関

係府省間で密に連携し必要な調整を行うため、科学技術政策担当大臣を議長とし、関係府省等の

幹部職員を構成員とする「科学技術イノベーション予算戦略会議」を開催した。総合科学技術・

イノベーション会議は、そこでの議論も踏まえつつ、重きを置くべき施策の決定等を行い、各府

省における予算要求の企画段階から、政府全体の科学技術関係予算の編成を主導した。 

（３） 科学技術イノベーション総合戦略2016における重きを置くべき施策について（平

成28年９月15日総合科学技術・イノベーション会議決定、意見具申） 

科学技術イノベーション総合戦略2016では、第５期基本計画の４本柱として位置付けた「未来

の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出の取組」、「経済・社会的課題への対応」、「科学技

術イノベーションの基盤的な力の強化」及び「イノベーション創出に向けた人材、知、資金の好

循環システムの構築」を中心に基本的認識及び課題を整理した上で、平成28年度から平成29年度

にかけた「重きを置くべき取組」が定められた。この「重きを置くべき取組」に該当すると考え

られる施策について関係府省から提案を受け、ヒアリング及び必要な調整を行った上で、総合科

学技術・イノベーション会議は、「重きを置くべき施策」として232施策を特定した。 

（４） 戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）の推進 

ＳＩＰは、総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮して、府省・分野の枠を超

えたマネジメントにより、各課題を強力にリードする11名のプログラム・ディレクター（ＰＤ）

を中心に産学官連携を図り、基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発に

取り組み、経済成長の原動力であり、社会を飛躍的に変える科学技術イノベーションを強力に推

し進めていく。ＳＩＰの実施に当たっては、総合科学技術・イノベーション会議が定める方針の

下で、内閣府に計上する「科学技術イノベーション創造推進費」（平成28年度：500億円）を重

点配分する。なお、健康医療分野に関しては、健康・医療戦略推進本部の下で推進する。 

ＳＩＰでは、社会的課題の解決や産業競争力の強化、経済再生に資する以下の11課題が選定さ

れた。 

 

・革新的燃焼技術 

乗用車用内燃機関の最大熱効率を50％に向上する革新的燃焼技術を産学連携体制で実現。 
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・次世代パワーエレクトロニクス 

現行パワーエレクトロニクスの大幅な性能向上を図り、省エネ、再生可能エネルギーの導入

拡大に寄与し、大規模市場の創出。 

・革新的構造材料 

軽量で耐熱・耐環境性等に優れた画期的な材料開発及び航空機等への実機適用を加速し、日

本の部素材産業競争力を維持・強化。 

・エネルギーキャリア 

再生可能エネルギー等を起源とする水素を活用し、クリーンかつ経済的でセキュリティーレ

ベルも高い社会を構築。 

・次世代海洋資源調査技術 

海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト等の海洋資源を高効率に調査する技術を世界に先駆

けて確立し、海洋資源調査産業を創出。 

・自動走行システム 

次世代都市交通への展開を含めた自動走行システムを実現。事故や渋滞を低減、利便性を向

上。 

・インフラ維持管理・更新・マネジメント技術 

予防保全による維持管理水準の向上を低コストで実現。併せて、継続的な維持管理市場を創

造するとともに、海外展開を推進。 

・レジリエントな防災・減災機能の強化 

自然災害に備え、官民挙げて災害情報をリアルタイムで共有する仕組みを構築し、予防力、

予測力の向上と対応力の強化を実現。 

・重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保 

制御・通信機器の真正性／完全性確認技術を含めた動作監視・解析技術と防御技術を研究開

発し、重要インフラ産業の国際競争力を強化。 

・次世代農林水産業創造技術 

農政改革と一体的に、革新的生産システム、新たな育種・植物保護、新機能開拓を実現し、

新規就農者、農業・農村の所得増大に寄与。 

・革新的設計生産技術 

時間的・地理的制約を打破する新たなものづくりスタイルを確立。高付加価値な製品設計・

製造を可能とし、産業地域の競争力を強化。 

（６） 革新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ）の推進 

実現すれば産業や社会の在り方に大きな変革をもたらす革新的な科学技術イノベーションの創

出を目指し、ハイリスク・ハイインパクトな挑戦的研究開発に取り組むＩｍＰＡＣＴを推進した。 

研究の企画、推進、管理等に関して大きな権限・責任を持つ16名のプログラム・マネージャー

（ＰＭ）が、各々の研究開発計画に基づき、研究開発を実施した。 
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 ３ 国家的に重要な研究開発の評価の実施 

（１） 大規模研究開発の事前評価（平成28年９月15日決定、通知） 

平成28年度から開始された大規模研究開発1「ＡＩＰ2: 人工知能／ビッグデータ／ＩｏＴ3／サ

イバーセキュリティ統合プロジェクト」（文部科学省）について、総合科学技術・イノベーション

会議において再評価を行い、事業を所管する文部科学大臣に通知した。 

（２） 大規模研究開発の事後評価（平成28年12月21日決定、通知） 

総合科学技術・イノベーション会議が事前評価を実施した「日本海溝海底地震津波観測網の整

備及び緊急津波速報（仮称）に係るシステム開発」（文部科学省）について、事業が終了したこと

を踏まえ、総合科学技術・イノベーション会議において事後評価を実施し、評価結果について事

業を所管する文部科学大臣に通知した。 

（３）「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の改定（平成28年12月21日決定、意見具

申） 

総合科学技術・イノベーション会議は、「『国の研究開発評価に関する大綱的指針』の改定につ

いて」を、内閣総理大臣に意見具申した。 

 ４ 専門調査会等における主な審議事項 

（１） 経済社会・科学技術イノベーションの活性化に向けた取組 

日本経済の力強い再生を目指し、科学技術・イノベーションの一層の活性化等を図るため、平

成28年６月、経済財政諮問会議及び総合科学技術・イノベーション会議の下に「経済社会・科学

技術イノベーション活性化委員会」を設置し、検討を開始した。同年12月、総合科学技術・イノ

ベーション会議の司令塔機能強化を図り、官民投資拡大を目指す「科学技術イノベーション官民

投資拡大イニシアティブ<最終報告>」を取りまとめ、その実行に取り組んでいる。 

（２） 官民投資拡大を促進する重点領域の設定に向けた取組 

「科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブ<最終報告>」において示された、平成

30年度を目途に創設予定の「科学技術イノベーション官民投資拡大推進費」に係る研究開発投資

ターゲット領域の選定やそれに関連する事項について調査・検討を行うべく、平成29年1月、「科

学技術イノベーション官民投資拡大推進費ターゲット領域検討委員会」を設置し、検討を開始し

た。 

（３） 科学技術イノベーション政策推進専門調査会 

科学技術イノベーション政策推進専門調査会は、第５期基本計画及び科学技術イノベーション

総合戦略に沿った政策や施策の確実な推進を図るため、科学技術に関する基本的な政策や施策の

推進に係る事項について調査・検討を実施した。 

                                                  
1  国費総額約300億円以上の研究開発 
2  Advanced Integrated Intelligence Platform Project 
3  Internet of Things 
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（４） 重要課題専門調査会 

第５期基本計画及び科学技術イノベーション総合戦略2016に掲げられた「Society 5.0」の実

現に向けて、その基盤技術の強化と経済・社会的課題の解決を図る重きを置くべき取組について、

より高い専門的知見による調査・検討を行うことを目的に設置されており、各課題分野について

詳細な調査・検討等を実施した。 

（５） 評価専門調査会 

平成28年度の大規模研究開発について、１件の再評価及び１件の事後評価を実施し、それぞれ

の評価結果案を取りまとめた。また、「『国の研究開発評価に関する大綱的指針』の改定について

（案）」を取りまとめた。 

（６） 生命倫理専門調査会 

ヒト受精胚へのゲノム編集技術を用いる研究について検討し、その結果を「中間まとめ」及び

「中間まとめ後の検討結果及び今後の対応方針」として公表した。また、最近の生命科学の進展

に対応して、新たな生命倫理上の課題に関する調査を行った。 

 

 
第3節 科学技術イノベーション総合戦略 

科学技術イノベーションは成長戦略の重要な柱と位置付けられていることから、基本計画に定

めた中長期的な政策の方向性の下、状況変化を踏まえ、その年度に重きを置くべき取組等につい

て、「科学技術イノベーション総合戦略」を毎年度策定している。平成28年５月には科学技術イ

ノベーション総合戦略2016を策定した（第２-１-３図）。 

科学技術イノベーション総合戦略2016は、第５期基本計画の下で策定される初めての総合戦略

であり、第５期基本計画の政策の４本柱「未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出の

取組」、「経済・社会的課題への対応」、「科学技術イノベーションの基盤的な力の強化」及び「イ

ノベーション創出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築」を中心に、平成28年度から

平成29年度において重きを置くべき取組を掲げた。また、特に検討を深めるべき項目として、

「Society 5.0の深化と推進」、「若手をはじめとする人材力の強化」、「大学改革と資金改革の一体

的推進」、「オープンイノベーションの推進による人材、知、資金の好循環システムの構築」及び

「科学技術イノベーションの推進機能の強化」の５項目を挙げている。 
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■第２-１-３図／科学技術イノベーション総合戦略2016の概要 
  

 
  

資料：内閣府作成 
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第4節 科学技術イノベーション行政体制及び予算 

 １ 科学技術イノベーション行政体制 

国の行政組織においては、総合科学技術・イノベーション会議による様々な答申等を踏まえて、

関係行政機関がそれぞれの所掌に基づき、国立試験研究機関、国立研究開発法人、大学等におけ

る研究の実施、各種の研究制度による研究の推進や研究開発環境の整備等を行っている。 

文部科学省は、各分野の具体的な研究開発計画の作成及び関係行政機関の科学技術に関する事

務の調整を行うほか、先端・重要科学技術分野の研究開発の実施、創造的・基礎的研究の充実強

化等の取組を総合的に推進している。また、科学技術・学術審議会を置き、同審議会は、文部科

学大臣の諮問に応じて科学技術の総合的な振興や学術の振興に関する重要事項について調査審議

を行うとともに、文部科学大臣に対し意見を述べること等を所掌している。 

科学技術・学術審議会における主な報告等は、第２-１-４表に示すとおりである。 
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■第２-１-４表／科学技術・学術審議会の主な報告等（平成28年度） 
  

年 月 日 主な報告等 

 研究計画・評価分科会 

平成29年２月８日 研究開発計画について 

 資源調査分科会 

平成28年12月22日 日本食品標準成分表2015年版（七訂）追補2016年 

 日本食品標準成分表2015年版（七訂）追補2016年アミノ酸成分表編 

 日本食品標準成分表2015年版（七訂）追補2016年脂肪酸成分表編 

 日本食品標準成分表2015年版（七訂）追補2016年炭水化物成分表編 

 学術分科会 

平成28年12月20日 科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について〔研究費部会〕 

平成29年１月17日 科学研究費助成事業の審査システム改革について 

 海洋開発分科会 

平成28年８月５日 今後の深海探査システムの在り方について〔次世代深海探査システム委員会〕 

北極域研究の在り方について（議論の取りまとめ）〔北極研究戦略委員会〕 

平成29年１月26日 海洋科学技術に係る研究開発計画 

 測地学分科会 

平成29年１月16日 「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画」の実施状況等のレ

ビュー報告書 

 技術士分科会 

平成28年12月22日 今後の技術士制度の在り方について 

 産業連携・地域支援部会 

平成28年４月５日 大学等における職務発明等の取扱いについて〔大学等における産学官連携リ

スクマネジメント検討委員会〕 

 生命倫理・安全部会 

平成28年12月12日 個人情報保護法等の改正に伴う指針の見直しについて（最終とりまとめ） 

 戦略的基礎研究部会 

平成28年７月15日 数学イノベーション推進に必要な方策について〔数学イノベーション委員会〕 

 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）に関する評価・改善点につい

て 

 国際戦略委員会 

平成29年２月14日 第8期国際戦略委員会報告書 ～科学技術・学術協力強化に向けた国際展開に

ついて～ 

 人材委員会 

平成29年１月16日 博士人材の社会の多様な場での活躍促進に向けて～“共創”と“共育”によ

る「知のプロフェッショナル」のキャリアパス拡大～（これまでの検討の整

理） 

 総合政策特別委員会 

平成29年１月25日 総合政策特別委員会における第５期科学技術基本計画の実施状況のフォロー

アップ等に関する審議のとりまとめ 

  

資料：文部科学省作成 
  

 

我が国の科学者コミュニティの代表機関として、210人の会員及び約2,000人の連携会員から

成る日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄の下に置かれ、科学に関する重要事項を審議し、その

実現をはかるとともに、科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させることを職務とし

ている（第２-１-５図）。 

日本学術会議においては、「日本学術会議の今後の展望について」（平成27年3月 日本学術会
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議の新たな展望を考える有識者会議決定）に基づき、①政府や社会に対する提言機能の強化、②

科学者コミュニティ内のネットワークの強化と活用、③科学者コミュニティ外との連携・コミュ

ニケーションの強化、④世界の中のアカデミーとしての機能強化、に取り組んでいる。 

政府や社会に対する提言については、平成28年度に声明を１件、提言を14件、報告を4件公表

した（答申・勧告・回答・要望は0件）。また、今後の提言等の公表に向けて、様々な委員会を設

置し、審議を行っている（第２-１-６表）。 

日本学術会議では、安全保障に関わる事項と学術とのあるべき関係について審議するため、平

成28年５月に「安全保障と学術に関する検討委員会」を設置し、11回の会議、学術フォーラムを

開催した。この中で、①科学者コミュニティの独立性、②学問の自由と軍事的安全保障研究、③

民生的研究と軍事的安全保障研究、④研究の公開性、⑤科学者コミュニティの自己規律、⑥研究

資金のあり方、等について活発に議論した。これらの議論を踏まえて、平成29年３月24日の第

243回日本学術会議幹事会にて、声明「軍事的安全保障研究に関する声明」を決定した。 

また、ゲノム編集技術を用いた医学領域における基礎研究および臨床応用に関して、我が国の

現状を明らかにし、その有用性と倫理的問題点について審議するため、平成28年５月に「医学・

医療領域におけるゲノム編集技術のあり方検討委員会」を設置し、平成28年度中に６回の会議を

実施した。 

また、日本学術会議では、協力学術団体（2014団体：平成28年度末時点）等の科学者コミュ

ニティ内のネットワークの強化と活用に取り組むとともに、各種シンポジウム・サイエンスカ

フェ・記者会見等を通じて、科学者コミュニティ外との連携・コミュニケーションを図っている。

例えば、平成28年熊本地震を受けて、日本学術会議は関係学会と連携して緊急合同記者会見や緊

急報告会を開催したところである。 

そのほか、国際科学会議（ＩＣＳＵ）をはじめとする45の国際学術団体に、我が国を代表して

参画する等、世界の中のアカデミーとしての機能強化に努めている。平成28年４月には、伊勢志

摩サミットに向けて、日本学術会議が議長国となり、各国アカデミーと共同で「Ｇサイエンス学

術会議共同声明」を取りまとめ、内閣総理大臣に提出した。 
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第
１
章 

 

■第２-１-５図／日本学術会議の構成 
  

 
  

注：平成29年４月１日時点 

資料：内閣府作成 
  

 

■第２-１-６表／日本学術会議の主な提言等（平成28年度） 
  

白書の 
関連項目 

提言等 発出日付 概  要 

地球規模課題への対
応と世界の発展への
貢献 

持続可能な地球社会の実現をめざし
て-Future Earth（フューチャー・アー
ス）の推進（提言） 

平成28年 
４月５日 

地球環境の保全と持続可能な地球社会の実現を模索するた
めの国際プログラムFuture Earth（フューチャー・アース：
ＦＥ）を我が国においても推進するため、学際的研究と超学
際的連携と推進のための研究・教育・実施体制の構築、ＦＥ
の国際的リーダーシップを果たすための体制の構築及びア
ジアを中心として国際的に取り組むべき具体的研究課題を
提言した。 

オープンサイエンス
の推進 
学術研究の推進にむ
けた改革と強化 

オープンイノベーションに資する
オープンサイエンスのあり方に関す
る提言（提言） 

平成28年 
７月６日 

「研究データのオープン化」と「データ共有」のあるべき姿
について、各コミュニティや行政に対し意見徴収等を行い、
分野を超えた研究データの管理及びオープン化を可能とす
る研究データ基盤の整備、研究コミュニティでのデータ戦略
の確立及びデータ生産者及びデータ流通者のキャリア設計
を提言した。 

学術研究の推進にむ
けた改革と強化 

第23期学術の大型研究計画に関する
マスタープラン（提言） 

平成29年 
２月８日 

学術全般を展望し、かつ体系化しつつ、各学術分野が必要と
する大型研究計画を網羅するとともに、我が国の大型研究計
画のあり方について、一定の指針を与えることを目的とし
て、各学術分野が必要とする学術大型研究計画をとりまとめ
ると共に、その中でも特に優先的に推進されるべき重点大型
研究計画を選定し、マスタープラン2017を策定した。 

  
 

 ２ 科学技術関係予算 

我が国の平成28年度当初予算における科学技術関係予算は３兆4,766億円であり、そのうち一

般会計分は２兆8,921億円、特別会計分は5,845億円となっている。なお、一般会計のうち、科学

技術振興の中心的な経費である科学技術振興費は１兆2,930億円となっている。平成28年度補正

予算における科学技術関係予算は3,938億円であり、そのうち一般会計分は3,933億円（うち科学

技術振興費は2,241億円）、特別会計分は４億円となっている。科学技術関係予算（当初予算）の

推移は第２-１-７表、府省別の科学技術関係予算は第２-１-８表のとおりである。 
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■第２-１-７表／科学技術関係予算の推移 
  

（単位：億円） 

年 度 

項 目 
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

 科学技術振興費  （Ａ） 13,352 13,135 13,007 13,372 12,857 12,930 

  対前年度比  ％ 98.0 98.4 99.0 102.8 96.2 100.6 

 その他の研究関係費（Ｂ） 17,213 16,728 16,571 17,102 16,610 15,991 

  対前年度比  ％ 102.6 97.2 99.1 103.2 97.1 96.3 

一般会計中の科学技術関係予算       

  （Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ） 30,565 29,863 29,578 30,474 29,467 28,921 

 対前年度比    ％ 100.5 97.7 99.0 103.0 96.7 98.1 

特別会計中の科学技術関係予算       

          （Ｄ） 6,083 7,063 6,520 6,039 5,309 5,845 

 対前年度比   ％ 114.6 116.1 92.3 92.6 87.9 110.1 

科学技術関係予算       

  （Ｅ）＝（Ｃ）＋（Ｄ） 36,648 36,927 36,098 36,513 34,776 34,766 

 対前年度比   ％ 102.6 100.8 97.8 101.1 95.2 100.0 

国の一般会計予算  （Ｆ） 924,116 903,339 926,115 958,823 963,420 967,218 

 対前年度比   ％ 111.3 97.8 102.5 103.5 100.5 100.4 

国の一般歳出予算  （Ｇ） 540,780 517,957 539,774 564,697 573,555 578,286 

 対前年度比   ％ 114.4 95.8 104.2 104.6 101.6 100.8 

  
注：１．各年度とも当初予算額である。 

  ２．各種積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

資料：内閣府及び財務省のデータを基に文部科学省作成 
  

 

■第２-１-８表／府省別科学技術関係予算 
  

（単位：億円） 

事項 

 

 

府省等名 

平 成 27 年 度（当 初 予 算 額） 平 成 27 年 度（補 正 予 算 額） 平 成 28 年 度（当 初 予 算 額） 平 成 28 年 度（補 正 予 算 額） 

  

特別会計 総 額 

  

特別会計 総 額 

  

特別会計 総 額 

  

特別会計 総 額 
一般会計 

科学技術

振 興 費 
一般会計 

科学技術

振 興 費 
一般会計 

科学技術

振 興 費 
一般会計 

科学技術

振 興 費 

国    会 11 11 - 11 - - - - 11 11 - 11 - - - - 

内 閣 官 房 614 - - 614 100 - - 100 619 0 - 619 175 - - 175 

復 興 庁 - - 240 240 - - - - - - 232 232 - - 1 1 

内 閣 府 708 689 - 708 76 25 - 76 853 689 - 853 646 598 - 646 

警 察 庁 21 21 - 21 - - - - 21 21 - 21 - - - - 

総 務 省 459 406 - 459 26 23 - 26 473 404 - 473 83 37 - 83 

法  務  省 59 - - 59 0 - - 0 18 - - 18 6 - - 6 

外  務  省 108 - - 108 2 - - 2 113 - - 113 - - - - 

財 務 省 13 10 - 13 - - - - 13 10 - 13 - - - - 

文部科学省 21,629 8,530 1,172 22,801 397 359 - 397 21,368 8,635 1,095 22,463 1,397 863 - 1,397 

厚生労働省 1,027 751 28 1,055 10 2 - 10 1,039 677 29 1,068 104 65 - 104 

農林水産省 970 922 - 970 100 100 - 100 1,022 984 - 1,022 128 127 - 128 

経済産業省 1,287 997 3,530 4,817 300 279 542 842 1,313 979 4,053 5,366 1,337 504 3 1,340 

国土交通省 732 275 4 736 5 - - 5 686 272 5 691 44 34 - 44 

環 境 省 314 246 335 649 15 15 16 31 314 248 430 744 14 13 - 14 

防 衛 省 1,517 - - 1,517 - - - - 1,066 - - 1,066 - - - - 

合    計 30,474 13,372 6,039 36,513 1,406 789 852 2,258 28,929 12,930 5,845 34,766 3,933 2,241 4 3,938 

  
注：各種積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

資料：内閣府のデータを基に文部科学省作成 
  

 




